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 香川県広域水道企業団建設工事執行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

  令和８年３月27日 

                                           香川県広域水道企業団企業長  池  田  豊  人 

香川県広域水道企業団企業管理規程第３号 

   香川県広域水道企業団建設工事執行規程の一部を改正する規程 

香川県広域水道企業団建設工事執行規程（平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（入札の方法） （入札の方法） 

第15条 略 第15条 契約担当者は、指定日時及び指定場所に入札者を出席させ、入札保

証金に係る領収書の提示を求めた上、入札書（第４号様式）を用い、次に

掲げるところにより入札をさせるものとする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名させること。 (３) 入札書は、インク又は墨で記入させ、記名押印させること。 

 (４)～(６) 略  (４)～(６) 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

  

（無効入札） （無効入札） 

第17条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び

次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は、無効とする。 

第17条 競争入札に参加することのできる資格を有しない者のした入札及び

次の各号のいずれかに該当する場合における当該入札は、無効とする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) 入札書に記名若しくは押印（押印がない場合にあっては、責任者氏

名及び担当者氏名並びに連絡先）のない場合又は誤字、脱字等があって

必要事項を確認しがたい場合 

(７) 入札書に記名押印のない場合又は誤字、脱字等があって必要事項を

確認しがたい場合 
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第３号様式（第13条関係） 第３号様式（第13条関係） 

入 札 保 証 金 等 納 付 書              

 納 付 金 額 
 億 千 百 十 万 千 百 十 円  

      ただし 

内 
 
 
 

訳 

種 類 記 号 番 号 額 面 金 額 枚 数 金 額 摘 要 

現 金      

証 

券 

      

      

      

      

      

 上記のとおり入札保証金（入札保証金に代わる担保としての有価証券）を納付し

ます。 

年  月  日  

契約担当者 殿 

 

納付者住所           

氏名           

 上記の金額（証券）を領収しました。 

年  月  日  

納付者 様 

企業（分任）出納員 □印  

還付してく
だ さ い 。 

本部の課又は
センターの長     保証金等還付請求書 

 
上記の金額（証券）の還付を請求します。  

 

契約担当者 殿 

 

    

年  月  日  
 
 

請求者住所           

 氏名           

 上記の金額（証券）を領収しました。 

年  月  日  

企業（分任）出納員 殿 

受取人住所           

氏名           

備考 １ 納付金額については，アラビア数字をもつてインク又は墨で記入すると 

ともに頭書に￥の記号を付記すること。 

２ 納付金額は，訂正しないこと。 

３ 附属利札があるときは，摘要欄に枚数及び必要な事項を付記すること。  

入 札 保 証 金 等 納 付 書              

 納 付 金 額 
 億 千 百 十 万 千 百 十 円  

      ただし 

内 
 
 
 

訳 

種 類 記 号 番 号 額 面 金 額 枚 数 金 額 摘 要 

現 金      

証 

券 

      

      

      

      

      

 上記のとおり入札保証金（入札保証金に代わる担保としての有価証券）を納付し

ます。 

年  月  日  

契約担当者 殿 

 

納付者住所           

氏名           

 上記の金額（証券）を領収しました。 

年  月  日  

納付者 様 

企業（分任）出納員 □印  

還付してく
だ さ い 。 

本部の課又は
センターの長     保証金等還付請求書 

 
上記の金額（証券）の還付を請求します。  

 

契約担当者 殿 

 

    

年  月  日  
 
 

請求者住所           

 氏名           

 上記の金額（証券）を領収しました。 

年  月  日  

企業（分任）出納員 殿 

受取人住所           

氏名        ◯印  

備考 １ 納付金額については、アラビア数字をもってインク又は墨で記入すると 

ともに頭書に￥の記号を付記すること。 

２ 納付金額は、訂正しないこと。 

３ 附属利札があるときは、摘要欄に枚数及び必要な事項を付記すること。  
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第４号様式（第15条関係） 第４号様式（第15条関係） 
 
 

入     札     書 
 
 

年  月  日  
 
 

 契約担当者 
 

         殿 
 
 

入札者 住    所           
 

名称又は商号           
 
   代 表 者 名                 
 

 香川県広域水道企業団建設工事執行規程及び仕様書，図面その他入札条項を承知

の上，次のとおり入札します。 

 入 札 金 額  
億 千 百 十 万 千 百 十 円  

 
 
 

工  事  名 
 
 
 

工 事 場 所 
 
 
 

備考 １ 本入札書に係る責任者（当該入札書に係る事務を担当する部門の長をいう。）

及び担当者（当該入札書に係る事務を担当する者をいう。）の氏名並びに当該入

札書の記載内容を確認するための連絡先は，本入札書に入札者の押印がある場

合は記載不要とする。 

２ 入札金額は，アラビア数字をもつてインク又は墨で記入するとともに頭書に 

￥の記号を付記すること。 

３ 入札金額を訂正しないこと。 

責任者氏名 
担当者氏名 
連 絡 先 

 

 
 

入     札     書 

 
 

年  月  日  
 
 
 契約担当者 

 
         殿 
 
 

入札者 住    所           
 

名称又は商号           
 

代 表 者 名              ◯印  
 

 香川県広域水道企業団建設工事執行規程及び仕様書，図面その他入札条項を承知

の上，次のとおり入札します。 

 入 札 金 額  
億 千 百 十 万 千 百 十 円 

 

 
 
 
工  事  名 
 
 
 
工 事 場 所 

備考 １ 入札金額は，アラビア数字をもつてインク又は墨で記入するとともに頭書に

￥の記号を付記すること。 

２ 入札金額を訂正しないこと。  
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第５号様式（第23条関係） 第５号様式（第23条関係） 
 

 見    積    書  
 
 
 

年  月  日  
 

 契約担当者 
 

           殿 
 

見積者 住    所           
 

名称又は商号           
 

代 表 者 名                 
 
 

 香川県広域水道企業団建設工事執行規程及び仕様書，図面その他見積条項を承知

のうえ下記のとおり見積します。 

 
 

記 

 見 積 金 額  

千 百 十 万 千 百 十 円  

 
 
 
 

工  事  名 
 
 
 

工 事 場 所 
 
 
 
 

備考 １ 本見積書に係る責任者（当該見積書に係る事務を担当する部門の長をいう。）

及び担当者（当該見積書に係る事務を担当する者をいう。）の氏名並びに当該見

積書の記載内容を確認するための連絡先は，本見積書に見積者の押印がある場

合は記載不要とする。 

２ 見積金額は，アラビア数字をもつてインク又は墨で記入するとともに頭書に 

￥の記号を付記すること。 

３ 見積金額を訂正しないこと。 

責任者氏名 
担当者氏名 
連 絡 先 

 

 
 見    積    書  

 

 
 

年  月  日  
 
 契約担当者 
 
           殿 
 

見積者 住    所           
 

名称又は商号           
 

代 表 者 名              ◯印  
 
 

 香川県広域水道企業団建設工事執行規程及び仕様書，図面その他見積条項を承知

のうえ下記のとおり見積します。 

 
 

記 

 見 積 金 額  

千 百 十 万 千 百 十 円  

 
 
 
 
工  事  名 
 
 
 
工 事 場 所 

備考 １ 見積金額は，アラビア数字をもつてインク又は墨で記入するとともに頭書に

￥の記号を付記すること。 

２ 見積金額を訂正しないこと。  
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   附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


